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二
十
八

国
際
出
願
そ
の
他
国
際
出
願
に
係
る
手
続
（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
前
に
し
た
国
際
出
願
及
び
こ
れ
に

係
る
手
続
を
除
く
。）

二
十
九

特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は
審
査
官
に
対
す
る
上
申
に
係
る
書
類
の
提
出
（
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
手
続
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
又
は
平
成
十
二
年
一
月
一
日
以
降
に
拒
絶
査
定
等
に

対
す
る
審
判
を
請
求
し
た
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
す
る
も
の
に
限
る
。）

第
三
十
四
条
の
五
中
「
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
及
び
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
八
号

ま
で
」
を
「
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号

ま
で
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
二
号
、第
二
十
五
号
、

第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
、
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
三

号
ま
で
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十

号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
、第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
」

に
改
め
る
。

別
表
中
「
第
二
十
三
条
の
四
関
係
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
、
第
三
十
四
条
の
二
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号

第
三
欄
中
「
第
十
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
三

十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
」
を
「
第
十
条
第
七
号
、
第
八
号
、第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、

第
十
六
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
」
に
、「
及
び
第
四
十
三
号
か

ら
第
四
十
八
号
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
に
改
め
、
同

表
第
二
号
第
三
欄
中
「
第
十
条
第
七
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
三

十
九
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
」
を
「
第
十
条
第
八
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十

八
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
」
に
、「
及
び
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
四
号

か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
第
三
欄
中
「
第
十
条
第
八
号
、
第

十
一
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
七
号

か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
」
を
「
第
十
条
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第

十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
」
に
、「
及

二
十
二

拒
絶
査
定
等
に
対
す
る
審
判
に
係
る
手
続
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
手
続
並
び

に
第
十
条
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
特
定
手
続
を
除
く
。）

二
十
三

第
一
章
（
第
五
条
の
二
第
二
項
第
五
号
及
び
第
七
条
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
る
手
続

二
十
四

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出

二
十
五

特
許
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
二
項

並
び
に
商
標
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
特
許

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
意
匠
法
第
五
十
二
条
並
び
に
商
標
法
第
五
十

六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
同
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
六
号

に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、実
用
新
案
法
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、

意
匠
法
第
六
十
条
の
三
又
は
商
標
法
第
六
十
八
条
の
四
十
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
四
条
（
同
法
附
則
第
二

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
第
一
号
か
ら
第
二

十
三
号
ま
で
及
び
前
号
（
国
際
出
願
に
係
る
物
件
の
提
出
を
除
く
。）ま
で
に
掲
げ
る
手
続
の
補
正
又
は
こ
れ
ら

の
補
正
の
補
正

二
十
六

特
許
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
特
許
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
意
匠
法
第
五
十
二
条
並
び
に
商
標
法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
同
法
附
則
第
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
実
用
新
案
法
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第

六
条
の
二
、
意
匠
法
第
六
十
条
の
三
又
は
商
標
法
第
六
十
八
条
の
四
十
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
及
び
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
手
続
の
補
正
又
は
こ
れ
ら
の
補
正
の
補
正
（
手
数
料
の
納
付
の
み
の
補
正
、
代
理
権
を
証

明
す
る
書
面
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

二
十
七

第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
（
法
第
十
五
条
第

一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
特
許

料
等
の
納
付
の
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。）か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
（
第
四
十
三
号
に
掲
げ

る
手
続
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
補
正
又
は

そ
の
補
正
の
補
正
に
係
る
も
の
を
除
く
。）並
び
に
第
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
（
国
際
出
願

に
係
る
物
件
の
提
出
を
除
く
。）、
第
二
十
五
号
及
び
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
手
続
を
し
た
者
に
対
し
、
特
許
法
第

十
八
条
の
二
第
二
項
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
、
実
用
新
案
法
第
二
条
の
五
第
二
項
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第

二
項
並
び
に
商
標
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
特
許
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項

（
意
匠
法
第
五
十
二
条
並
び
に
商
標
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
提
出
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
弁
明
を
記
載
し
た
書
面

の
提
出

二

特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
、
意
匠
登
録
出
願
、
商
標
登
録
出
願
、
防
護
標
章
登
録
出
願
、
防
護
標
章

登
録
に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
若
し
く
は
商
標
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
書
換
登
録
の

申
請
又
は
拒
絶
査
定
等
に
対
す
る
審
判
の
請
求
に
関
す
る
特
許
法
第
二
十
二
条
第
一
項
（
実
用
新
案
法
第
二
条

の
五
第
二
項
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
商
標
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
受
継
の
申
立
て

三

特
許
法
第
三
十
条
第
四
項
（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
る
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
の
提
出

四

特
許
法
第
三
十
九
条
第
七
項
、
意
匠
法
第
九
条
第
五
項
又
は
商
標
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の

結
果
の
届
出

五

特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
、
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
、
意
匠
法

第
十
五
条
第
一
項
及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
優
先
権

書
類
の
提
出

六

特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
特
許
料
の
納
付
の
申
出

七

特
許
法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
割
増
特
許
料
の
納
付
の
申
出

八

特
許
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
（
実
用
新
案
法
第
五
十
五
条
第
三
項
、
意
匠
法
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
商

標
法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出

九

特
許
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
商
標
法
施
行
規
則
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

十

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
微
生
物
の
寄
託
に
つ
い
て
の
受
託
番
号
の
変
更

の
届
出

十
一

実
用
新
案
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
登
録
料
の
納
付
の
申
出

十
二

実
用
新
案
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
の
申
出

十
三

実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
刊
行
物
等
の
提
出

十
四

意
匠
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の

証
明
書
の
提
出

十
五

意
匠
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
登
録
料
の
納
付
の
申
出

十
六

意
匠
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
の
申
出

十
七

商
標
法
第
五
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
る
手
続
補
完
書
の
提
出

十
八

商
標
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
時
の
特
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
の
提
出

十
九

商
標
法
第
四
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
登
録
料
の
納
付
の
申
出

二
十

商
標
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
料
（
第
二
項
に
あ
っ
て
は
、
商
標
権
の
存
続
期
間

の
満
了
前
五
年
ま
で
に
納
付
す
べ
き
登
録
料
に
限
る
。）の
納
付
の
申
出

二
十
一

商
標
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
割
増
登
録
料
の
納
付
の
申
出
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